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グーグルに対する EU 競争法上の違反決定及び制裁金命令 
とその後の動向について

中島美香†1 

概要：2017 年 6 月 27 日，欧州委員会は，米グーグル社の総合検索サービスにおけるショッピング比較サービスの表

示方法に対して，EU 機能条約第 102 条に基づく違反決定及び約 24 億 2,000 万ユーロにのぼる制裁金命令を下した．

2017 年 12 月 18 日に至って，決定書及び命令書が公表されたため，本報告では本違反決定及び制裁金命令の概要につ

いて報告を行う． 

Fines against Google for breaching EU antitrust rules 

MIKA NAKASHIMA†1 

1. はじめに

2017 年 6 月 27 日，欧州委員会は，米グーグル社の総合

検索サービスにおけるショッピング比較サービスの表示方

法に対して，EU 機能条約第 102 条に基づく違反決定及び

約 24 億 2,000 万ユーロにのぼる制裁金命令を下した．こ

れに対して，米グーグル社は，欧州委員会の違反決定を承

服できないとの姿勢を示していたところ（Walker, 2017），

同年 9 月 11 日， EU 司法裁判所へ上訴したと報じられて

いる．本件については，違反決定及び制裁金命令後もしば

らくの間，欧州委員会からはプレスリリース及びファクト

シートが公表されるのみで，その詳細は不明な点も多かっ

た（EC, 2017a, 2017b）．その約半年後，2017 年 12 月 18 日

に至って，決定書及び命令書が公表されたため．本報告で

は本違反決定及び制裁金命令の概要について報告を行う．

2. 事案の概要

グーグル・ショッピングとは，「ショッピング広告」と呼

ばれる広告の一種である．小売業者は商品を登録するにあ

たり入札して広告枠を購入し，ユーザーが広告枠に表示さ

れる商品をクリックするたびに小売業者に課金される仕組

みとなっており，商品をクリックすると小売業者のサイト

へリンクする．

欧州委員会は，米グーグル社が欧州経済領域の全域にわ

たってオンライン検索サービスを提供し，欧州経済領域の

ほとんどの国々で 90％以上の市場シェアを有しており，支

配的な地位を有しているとする．そして，欧州委員会は，

米グーグル社が総合検索（いわゆるグーグル検索）の結果

において，自社のショッピング比較サービスとなる「グー

グル・ショッピング」を目立つ場所に表示したことを問題

視すると共に，他社のショッピング比較サービスを下位に

表示したとの疑いを持った．欧州委員会が公表したファク

 †1 (株) 情報通信総合研究所 法制度研究部 副主任研究員

トシートに基づき，異議告知書が仮認定していた具体的な

内容を引用すると，以下のとおりである（EC, 2015b）．

 米グーグル社は，自社の総合検索結果のページに，自

社のショッピング比較サービスを，その結果の当否と

無関係に，必ず表示させ，かつ，目立つ位置に表示さ

れるようにしている．本件行為は 2008 年に始まった． 

 米グーグル社は，他社のショッピング比較サービスに

対しては，ペナルティ・システムを採用している．ペ

ナルティ・システムは既定のパラメーターに基づいて

運用され，米グーグル社の総合検索結果のページでの

表示順位を下降させることにもなるのだが，米グーグ

ル社は，自社のショッピング比較サービスに対しては，

このペナルティ・システムを適用していない．

 米グーグル社が始めた， 初のショッピング比較サー

ビスである“フルーグル（Froogle）”は，上記のよう

な優遇的な取り扱いを受けていなかったが，その業績

は貧弱だった．

 フルーグルの後続サービスである“グーグル製品検索

（Google Product Search）”及び“グーグル・ショッピ

ング”に対して米グーグル社が優遇的取り扱いを始め

た結果，両サービスは，Froogle に比して高い成長率

を達成したが，競合するショッピング比較サービスを

害することともなった．

ファクトシートによると，異議告知書は，米グーグル社

は自社と競合ショッピング比較サービスを同様に取り扱う

べきである，との判定を予定していた．米グーグル社は，

総合検索サービスにおいて，検索に対して 適な結果が表

示されるようにしなければならない，とする．

これに対して，米グーグル社は，欧州委員会の見解が，

インターネット・ショッピング・サービスにおける米アマ

ゾン社や米イーベイ社などの大手サイトの影響力を考慮し
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ていないことなどを指摘したほか，欧州委員会が，競合シ

ョッピング比較サービスのサイトの広告を米グーグル社の

広告スペースに掲載するように求めることは，法的な正当

性がないなどと主張していた（Walker, 2015）． 

 その後，欧州委員会は，米グーグル社に対して補足異議

告知書を送付している．欧州委員会のプレスリリースによ

ると，補足異議告知書は，米グーグル社の主張を否定して，

ショッピング比較サービスと小売プラットフォームとは市

場が異なるとしていた．そして，仮に小売プラットフォー

ムを米グーグル社の本件行為によって影響を受ける市場に

含めて考慮したとしても，ショッピング比較サービスは，

当該市場の枢要な部分をなしており，米グーグル社の本件

行為は，その近接競合他社との間の競争を弱め，さらには

些末化したと仮認定していた（EC, 2016c）． 

これに対して，米グーグル社は，特に，欧州のインター

ネット・アクセスの半数以上が，モバイルとなっている昨

今，モバイルでは，専用アプリを通じて小売店にアクセス

するのが一般的となっていることなどを再度主張していた

（Walker, 2016）． 

3. 欧州員会の違反決定及び制裁金命令

2017 年 6 月 27 日，欧州委員会は，米グーグル社が欧州

経済領域における総合検索サービス（グーグル検索）の支

配的地位（90％以上のシェア）を濫用して，自社のショッ

ピング比較サービス（グーグル・ショッピング）に違法な

利益を与えたと判断した．欧州委員会は，米グーグル社は，

ショッピング比較サービスを展開している欧州経済領域に

おける 13 の加盟国（ドイツ，イギリス，フランス，イタリ

ア，オランダ，スペイン，チェコ共和国，オーストリア，

ベルギー，デンマーク，ノルウェー，ポーランド及びスウ

ェーデン）において本件行為を実施していた，とする．約

24 億 2,000 万ユーロの制裁金は，これら 13 か国のショッ

ピング比較サービスの収益に基づき算出されている．

欧州委員会は，その結論を導くにあたり，本件で問題と

される市場の定義を行った上で，グーグルが総合検索サー

ビスで支配的であると認定し，どのように支配的地位が濫

用されたかを検証している（EC, 2017c, 2017d）． 

3.1 市場の定義と米グーグル社の支配性 
欧州委員会は，本件手続きが対象とする適切な商品マー

ケットは，「総合検索サービス市場」及び「ショッピング比

較サービス市場」であるとする．欧州委員会は，総合検索

サービスの提供とショッピング比較サービスの提供とは，

それぞれ別個の商品マーケットを構成するものとした．そ

して，ショッピング比較サービスは，（例えば，フライト，

ホテル，レストラン，ニュースのような）一定の目的に特

化した検索サービス，検索連動型広告プラットフォーム，

オンライン販売業者，小売業者プラットフォーム，オフラ

インのショッピング比較手段によって提供されるサービス

と代替可能なものではない，とも述べている．

欧州委員会は，こうして市場を定義した上で，2007 年以

来，グーグルは，（チェコ共和国を除く）欧州経済領域の総

合検索サービスに関する市場において，支配的地位を有し

ていると結論している．

先述の通り，米グーグル社は，アマゾンやイーベイなど

の小売プラットフォームへの影響力も考慮すべきと主張し

ていたが，欧州委員会の結論は，米グーグル社の意見を却

下する形となっている．

3.2 米グーグル社による支配性的地位の濫用 
(1) 米グーグル社の本件行為

欧州委員会は，米グーグル社が，競合ショッピング比較

サービスに対して，自社のショッピング比較サービスを総

合検索結果のページ上で，優遇して表示したことによって，

欧州経済領域における総合検索サービスの関連市場におい

て濫用行為を行ったと結論した．第一に，欧州委員会は，

競合ショッピング比較サービスが，米グーグル社の総合検

索ページでどのように表示されていたかを説明する．これ

によれば，ショッピング比較サービスは，ある特定のアル

ゴリズムによって，米グーグル社の総合検索結果のページ

で下位に表示されるようになり，人目に付きにくくなって

いた，とする．第二に，欧州委員会は，米グーグル社自身

のショッピング比較サービスは，米グーグル社の総合検索

の結果のページでどのように表示されていたかを説明する．

表示の位置に関して，米グーグル社のショッピング比較サ

ービスは，米グーグル社の総合検索結果で（常に）目立つ

場所に表示されていたのであり，上記のアルゴリズムによ

って，下位に表示されるようなことはなかった，とする．

表示の方法に関しても，米グーグル社自身のショッピング

比較サービスは，ひときわ目立つ形で，総合検索の 初の

ページの冒頭近くに表示されているが，ライバル社がその

ような目立つ形で表示されることはなかった，とする．

(2) 米グーグル社の本件行為の濫用性

欧州委員会は，米グーグル社の本件行為は以下の点で濫

用的であるとする．第一に，本件行為は，米グーグル社の

総合検索結果のページから競合ショッピング比較サービス

へのトラフィックを減少させるとともに，米グーグル社の

総合検索の結果のページから米グーグル社自身のショッピ

ング比較サービスへのトラフィックを増加させようとの意

識において，競合ショッピング比較サービスから米グーグ
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ル社自身のショッピング比較サービスへとトラフィックを

誘導するものである．第二に，本件行為は，欧州域内にお

けるショッピング比較サービス市場と総合検索サービス市

場の両市場にとって，反競争的な効果を持つ可能性がある． 

(3) ユーザーへの影響

欧州委員会は，総合検索の結果の表示がユーザーの行動

に与える影響も分析している．これによれば，ユーザーは，

総合検索の結果でより目立つリンクをクリックする傾向が

あるとして，様々な証拠を提示している[a]．第一に，米グ

ーグル社の総合検索結果におけるランキングに関して直接

的な影響を示す証拠がある．第二に，欧州委員会は，重要

な競合ショッピング比較サービスの目につきやすさの変化

や，米グーグル社から競合ショッピング比較サービスへの

総合検索トラフィックの変化を比較した．第三に，欧州委

員会が示す証拠は，米グーグル社のショッピング比較サー

ビスがその総合検索の結果のページの中で，優遇して表示

されることは，米グーグル社のショッピング比較サービス

へとトラフィックが増加するように誘導した，ということ

を示している．第四に，米グーグル社のショッピング比較

サービスのトラフィックに関する変化を示す証拠は，米グ

ーグル社の総合検索の結果のページ内でショッピング比較

サービスがより目立つ位置に表示されるほど，ショッピン

グ比較サービスがトラフィックを獲得することを裏付けて

いる．

(4) 欧州委員会の結論

欧州委員会は，米グーグル社の総合検索の結果のページ

から生じる総合検索のトラフィックは，競合ショッピング

比較サービスの大部分のトラフィックを源泉とするもので

ある，と結論した．また，欧州委員会は，米グーグル社の

本件行為は，下記の諸点を指摘して，潜在的な反競争的効

果を有するとも述べている．第一に，米グーグル社の本件

行為は，潜在的に，競合ショッピング比較サービスを排除

する可能性がある．このことは，小売業者には手数料の上

昇を，消費者には価格の上昇を，それぞれ招来する可能性

があり，イノベーションを損なう恐れがある．第二に，米

グーグル社の本件行為は，消費者が 適なショッピング比

較サービスにアクセスできないようにする可能性がある．

第三に，仮にショッピング比較サービスが，それとして一

個の商品マーケットを構成するのでなく，ショッピング比

較サービスと小売プラットフォームの両方を包摂する，よ

り広範な商品マーケットの部分を成すのに過ぎないのだと

しても，それでも米グーグル社の本件行為は，反競争的な

a 欧州委員会のプレスリリース及びファクトシートによると，欧州委員会

の調査によると，英国では米グーグル社の商品比較サービスのトラフィッ

クが濫用行為以前の 45 倍，ドイツでは 35 倍，フランスでは 19 倍増加した

一方，競合他社のトラフィックは英国では 85％，ドイツでは 92％，フラン

スでは 80％減少した，とされる（EC, 2017a, 2017b）．

効果を帯びることだろう．

4. EU 競争法上の法的論点と若干の考察

欧州機能条約第 102 条は，支配的地位の濫用について，

以下のように定めている[b]． 

「域内市場又はその実質的部分における支配的地位を濫用

する一以上の事業者の行為は，それによって加盟国間の取

引が悪影響を受けるおそれがある場合には禁止される。こ

の不当な行為は，特に次の場合に成立するおそれがある。

a 直接又は間接に，不公正な購入価格若しくは販売価格

又はその他不公正な取引条件を課すこと

b 需要者に不利となる生産，販売又は技術開発の制限 

c 取引の相手方に対し，同等の取引について異なる条件

を付し，当該相手方を競争上不利な立場に置くこと

d 契約の性質上又は商慣習上，契約の対象とは関連の

ない追加的な義務を相手方が受諾することを契約締結の条

件とすること」

欧州委員会によると，米グーグル社は，総合検索サービ

スで支配的な地位を有することを濫用して，自社のショッ

ピング比較サービスを優遇して表示し，競合ショッピング

比較サービスに不利な表示をしているとする（図 1 法的

論点のイメージ）．

図 1 法的論点のイメージ 

一般的には，自社のサービスにおいて，自社の他のサー

ビスを目立たせて表示すること自体は，通常の商慣行であ

ると思われる．しかしながら，公平な検索サービスのあり

方を考えるならば，もし米グーグル社が，その総合検索サ

ービスにおける市場支配的地位を濫用して，総合検索の結

果のページにおいて，自社のショッピング比較サービスを

目立たせて表示するだけでなく，競合ショッピング比較サ

ービスが表示されないようなアルゴリズムを採用していた

とするならば，競合他社を排除する行為として問題とされ

b 条文の訳は，公正取引委員会のウェブページを参照した。
http://www.jftc.go.jp/kokusai/worldcom/kakkoku/abc/allabc/e/eu.html 
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ることは首肯できる．ただし，改善策として，米グーグル

社に，そのようなアルゴリズムを改めさせるだけにとどま

らず，競合ショッピング比較サービスについて，自社のシ

ョッピング比較サービスと同様に，画像表示させることま

で求めることは，米グーグル社のショッピング比較サービ

ス事業を成り立たなくさせる可能性がある．というのは，

広告収入を支払っていない小売業者の商品も画像表示され

ることになれば，小売業者としては，わざわざグーグル・

ショッピングに広告料を支払ってまで商品画像を掲載して

もらおうという気持ちにならないことは容易に想像できる

からである．

5. 本件に対する評価

本件については，違反決定及び制裁金命令がなされてか

ら，昨年末にその決定書と命令書が公表されるまでの半年

あまりの間，プレスリリースとファクトシートしか公表さ

れておらず，その詳細は不明な点も多かったため，研究論

文はまだそれほど多くは存在していない。日本では，柴田

潤子教授が，決定書等の公表前に発表した研究論文の中で，

米グーグル社の検索エンジンと不可欠施設理論との関係に

触れて次のように述べている．

「検索エンジンとして例えば Bing 等の競合する検索エン

ジンの選択肢があり，この意味では，川下市場でそれぞれ

活動することを確実にする他の手段，手法が存在し，新規

の検索エンジンが成立する可能性も否定しえないが，それ

ぞれの機能性の差異やネットワーク効果のもとでは，利用

者の立場から現実的に検索エンジン間の代替性が認められ

る程度に達していない．不可欠施設は，そのような検索エ

ンジンではなく，強度にネットワーク効果により特徴づけ

られ，かつ市場におけるほぼ独占的な市場地位を持つ検索

エンジンを指し，かかる検索エンジンのみが，『利用者の注

目』という，川下市場において決定的である競争能力を持

っていると解することも可能である．このような，圧倒的

な市場地位を「不可欠性」に結びつけて理解することは，

川下市場において事業者が効果的に競争するために客観的

に必要不可欠か否かという要因を重視する，『不可欠施設理

論』の拡大を前提とするマイクロソフトの裁判所及び委員

会の判断に基づいても，可能であり，Google の一般的検索

エンジンが不可欠施設に当たるとする理解も説得力がある」

（柴田，2017）．

6. 日本への影響

検索サービス市場のシェアについて，欧州では，米グー

グル社が約 90％以上であるのに対して，日本では，EU で

本件に異議告知書が送付された 2015 年頃のデータとして，

米グーグル社が約 60％程度，ヤフー・ジャパン社が約 40％

程度とのデータがある[c]． 

現在のところ，米グーグル社の総合検索サービスのシェ

アは欧州に比べると小さいこともあり，米グーグル社の総

合検索サービスにおけるショッピング比較サービスの表示

方法について，日本の独占禁止法上，特に問題とはされて

いない．もし日本でも問題となるとすれば，米グーグル社

の総合検索サービスのシェアが 60％程度であるときに，米

グーグル社が，自社のショッピング比較サービスを目立た

せて表示すると共に，競合ショッピング比較サービスを意

図して下位に表示する場合には，私的独占（独禁法第 2 条

第 5 項）に該当しないか，あるいは，取引妨害（一般指定

第 14 項）に該当しないかが論点となると思われる．  

7. 米国の動向

2013 年 1 月 3 日，米国でも，連邦取引委員会（FTC）が，

米グーグル社が専門分野の検索においてグーグルの自社サ

ービスを目立たせて表示し，他社サービスを下位に表示し

た可能性などについて調査を実施していたが，いったんは

問題なしとして調査を終了した（FTC，2013）．しかし，そ

の後，欧州の競争法上の問題や競合他社の反発などもあり，

米国議会でも公聴会を実施するなどの動きが見られていた．

その後，2017 年 11 月 13 日，米ミズーリ州の司法長官が，

米グーグル社による利用者情報や検索結果の取扱いが，州

法の消費者保護法や反トラスト法に違反しているおそれが

あるとして，調査を開始したと公表した[d]．米国では，州

レベルでも米グーグル社に対する調査再開の機運が高まっ

ている点に注意を要する．

8. おわりに

欧州委員会は，本件のほかに，アンドロイド（スマート

フォン OS）及びアド・センス（検索連動型広告）につい

ても異議告知書を送付している（EC, 2016a, 2016b）ほか，

米グーグル社のその他の特定分野に関する検索サービスの

検索結果における取り扱いについても，調査を継続すると

している．これらはいずれも，米グーグル社の基幹サービ

スに向けられた疑念である．仮にそのいずれもが，EU 競

争法違反であると 終決定されることになれば，欧州経済

領域における米グーグル社のビジネスのあり方は少なから

ず変更を余儀なくされることになるほか，本件に引き続き

巨額の制裁金が科される可能性もある．その場合，米グー

グル社が本件以外の事案についても決定の取消を求めて

EU 司法裁判所に提訴することは想像に難くないが，裁判

の間，決定の効力が停止されるわけではなく，米グーグル

社としてはかつてない苦境に直面することも予想される．

c iCrossing 社による 2015 年時点のデータを参照した。 
d 米ミズーリ州の司法長官は，問題となっている米グーグル社の行為は，

グーグルの総合検索結果において，自社のウェブサイトを優遇的に表示し，

競合他社のサイトを下位に表示した操作を含むと述べている，
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